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     委 員 岩沼 静枝 

     委 員 内山 英夫 

     委 員 梅谷 忠勇 

     委 員 和田 麻理 

     教 育 長 志村  修 

 

出席職員 教 育 次 長 平賀  周  教育センター副所長 髙橋 邦伯 

教 育 総 務 部 長 青葉 正人  養護教育センター所長 宮田  浩 

学 校 教 育 部 長 岩切  裕  生涯学習振興課長 宇留間 正 

生 涯 学 習 部 長 河野 正行  社 会 体 育 課 長 井谷 芳明 

総 務 課 長 森島 俊之  青 尐 年 課 長 三野宮純一 

企 画 課 主 幹 古舘 生雄  中 央 図 書 館 長 作田 明雄 

学校財務課長補佐 小川 俊広  郷 土 博 物 館 長 倉田 義広 

学 校 施 設 課 長 豊田 滋貴  学 事 課 調 整 主 幹 山田 輝夫 

学 事 課 長 吉田  進  生涯学習振興課調整主幹 山根 正美 

教 職 員 課 長 時田  猛  総 務 課 主 幹 杉江 達也 

指 導 課 長 小寺 道明  総 務 課 主 幹 大崎 賢一 

保 健 体 育 課 長 嶋田 信昭 

 

 

書  記 総 務 課 長 補 佐 内山  健  総 務 課 経 理 係 長 髙橋 義浩 

     総務課委員会係長 小池 正彰  総 務 課 主 任 主 事 藤井 拓也 

     総 務 課 総 務 係 長 南  久志  総 務 課 主 事 犬飼  綾 

     総 務 課 人 事 係 長 中尾 嘉之   



 

１ 開会 

津田委員長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

津田委員長より梅谷委員を指名 

４ 会期の決定 

平成２２年２月１２日（１日間）ということで全委員異議なく決定 

５ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

６ 議事の概要 

(1) 非公開事項の決定 

  議案第３号から議案第１０号までを非公開審議とする旨決定 

(2) 報告事項 

  報告事項 (1) 住居表示の実施に伴う規則の一部改正について 

学事課長より報告があった。 

  報告事項 (2) 平成２１年度千葉市教育研究奨励賞について 

指導課長より報告があった。 

  報告事項 (3) 平成２１年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

社会体育課長より報告があった。 

(3) 議決事項 

  議 案 第 ３ 号 平成２１年度補正予算について 

学校財務課長及び学校施設課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、

原案どおり可決した。 

  議 案 第 ４ 号 平成２２年度当初予算について 

総務課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決した。  

  議 案 第 ５ 号 千葉市社会教育委員設置条例の一部改正について 

   生涯学習振興課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり

可決した。 

  議 案 第 ６ 号 千葉市学校心疾患対策委員会設置条例の制定について 

   保健体育課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

  議 案 第 ７ 号 千葉市学校腎疾患対策委員会設置条例の制定について 

   保健体育課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決



 

した。 

  議 案 第 ８ 号 千葉市学校脊柱側弯症対策委員会設置条例の制定について 

   保健体育課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

  議 案 第 ９ 号 千葉市史編さん会議設置条例の制定について 

   生涯学習振興課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり

可決した。 

  議案第１０号 議決事件の一部変更について 

   学校施設課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

(4) 発言の要旨 

  報告事項 (1) 住居表示の実施に伴う規則の一部改正について 

   津田委員長 学事課長、報告をお願いします。 

   学 事 課 長 報告事項(1)｢住居表示の実施に伴う規則の一部改正について｣、

報告します。平成２２年１月２９日付けで、「千葉市立小学校、

中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則の一部を改正

する規則」を公布しました。「貝塚町の一部が貝塚１丁目、貝塚

２丁目、都賀４丁目及び都賀５丁目」に、「高品町の一部が都賀

１丁目及び都賀３丁目」に変更されることに伴い、桜木小学校、

若松小学校、北貝塚小学校、加曽利中学校、若松中学校、貝塚中

学校の通学区域の表示を変更する規則改正です。住居表示の変更

に伴う改正であり、通学区域の変更はありません。なお、貝塚中

学校の所在地が変更対象となりましたので、「住居表示の実施に

伴う関係条例の整理に関する条例第３条」において、「千葉市中

学校設置条例」の貝塚中学校の項中「千葉市若葉区貝塚町１３４

０番地の１」が「千葉市若葉区貝塚町１丁目７番１号」に改正さ

れています。 

  報告事項 (2) 平成２１年度千葉市教育研究奨励賞について 

   津田委員長 指導課長、報告をお願いします。 

   指 導 課 長 報告事項(2)｢平成２１年度千葉市教育研究奨励賞について｣、

報告します。本市では、教職員の資質能力向上を目指し、１年間

もしくは２年間の長期にわたる研修や、本市学校教育の課題を目

的とした研究学校の指定等、様々な施策を行っております。「千

葉市教育研究奨励賞」は、この施策の一環として、本市における

教職員の研究を奨励するために設けられた制度であり、本市教職

員の最高の栄誉とされています。同賞は昭和３６年度に設けられ、



 

学年・学級経営、校内研修、教科、道徳、学校給食、学校事務等

２３分野において、研究・実践等の実績が特に顕著であり、その

成果がこれからの本市の学校教育の充実に寄与する内容を有す

る者を表彰するもので、学校教育部長を委員長とする選考委員会

により慎重に選考し、受賞者を選定しました。本年度は、去る２

月５日に第４９回目となる授与式を実施し、２５人の受賞者１人

１人に、教育長より表彰状を授与しました。受賞者には、今後と

も自己の研究はもとより、後進の指導に力を発揮し、これからの

千葉市の教育を担う教職員となるよう期待をしております。また、

それに先立ち、受賞者のこれまでの研究成果をまとめ１冊に綴っ

た研究物を指導課前に展示し、ご覧いただいたところです。教育

基本法第９条においても、「法律に定める学校の教員は、自己の

崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の

遂行に努めなければならない。」と謳われております。社会の要

請に応えるためにも、教職員一人一人が自己の資質、力量を伸ば

し、生徒の生きる力を日々育むことが重要です。そのために、研

修の環境を整えるとともに、優れた教職員を称揚する制度がます

ます重要となると考えます。 

   梅 谷 委 員 対象者の要件が、教職経験１５年以上となっていますが、研究

を支える、奨励するという「奨励賞」の性格からすると、１５年

以上の中堅に限定するのではなく、若手の教職員も選考の対象に

して、若手と中堅以上のバランスを考えながら、教員の研究を奨

励していくことを考えるべきではないでしょうか。現状では、「奨

励賞」というより「功労賞」に近いように思います。 

   指 導 課 長 「教職経験１５年以上」は、年齢的にも上の者が対象となりま

すので、「研究奨励」という意味を鑑み、対象者の要件について

は、今後検討します。 

   津田委員長 教員だけでなく、事務職員、栄養士等も対象としていますの

で、奨励賞は様々な面で励みになるものであると思います。要件

について検討していただきたいと思います。 

   和 田 委 員 選考委員会にかける候補者は、どのような基準で、また、何人

程度が選ばれているのでしょうか。 

   指 導 課 長 各部門について、学校はじめ関係機関等から、多い部門で５、

６人の候補者の名前を挙げていただき、その中から、研究歴や研

究実績等を考慮し、受賞歴のない者から選考しています。 

   津田委員長 複数回受賞する方はいないのですか？ 



 

   指 導 課 長 おりません。 

   内 山 委 員 活動の成果や、研究内容の報告等はなされるのでしょうか。 

   指 導 課 長 特にレポートの提出等は求めていませんが、各領域において、

それぞれの者の研究実績等を参考にしながら選考しています。 

  報告事項 (3) 平成２１年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

   津田委員長 社会体育課長、報告をお願いします。 

   社会体育課長 報告事項(3)｢平成２１年度千葉市教育委員会体育功労者表彰

について｣、報告します。同表彰は、スポーツ振興法第１５条に

基づき、各種競技大会等で優秀な成績を収めた者及び千葉市内の

地域社会又は職場における体育の健全な普及・発展に貢献し、も

って千葉市の振興に顕著な功績をあげた者を表彰するものです。

被表彰者は、去る２月４日に行われた「スポーツ振興審議会」に

おいて選考され、３月７日（日）午前１０時から、千葉市生涯学

習センターで開催される「千葉市社会体育指導者講習会」の席上

において、表彰することとなっています。被表彰者についてです

が、先ず、「功労者」の１１人は、長年にわたり、スポーツ活動

の振興に献身的に貢献された方々であり、体育協会からスポーツ

コーチャーまで、それぞれの所属団体から推薦をいただきました。

次に、「優良スポーツ団体」についてですが、地域スポーツの振

興に貢献した総合型地域スポーツクラブである「稲丘スポーツク

ラブ」を選考しました。「優秀選手」の３５人については、世界

選手権入賞者、日本選手権、国民体育大会等国内大会での優勝者

です。「優良団体」は、「千葉市リトルリーグ」、「ねんりんピック

テニス千葉市代表チーム」の２団体です。なお、本件については、

市政だより３月１５日号に掲載予定です。 

  議 案 第 ３ 号 平成２１年度補正予算について 

   委 員 長 学校財務課長補佐及び学校施設課長、説明をお願いします。 

   学校財務課長補佐 議案第３号｢平成２１年度補正予算について｣のうち、学校財務

課部分について説明します。本議案は、平成２１年度補正予算に

ついて市長に意見を申し出るため、千葉市教育委員会組織規則第

８条第３号の規定に基づき議決を求めるもので、平成２１年教育

委員会会議第１１回定例会において承認いただきました「地上デ

ジタル放送対応テレビの取得」において、調達額が予算額を大幅

に下回る見込みとなったため、減額補正をお願いするものです。

なお、地上デジタル放送対応テレビの調達では、国の補助金と交



 

付金をそれぞれ２分の１ずつ財源として全額を賄うため、歳入と

歳出をそれぞれ減額するものです。先ず、歳入予算ですが、地上

デジタル放送対応事業費収入の補正額として、小学校費補助金を

２０６，１４１千円、中学校費補助金を８２，２１５千円、特別

支援学校費補助金を４，５６６千円減額します。次に、地域活性

化・経済危機対策臨時交付金収入では、小学校費交付金を２０６，

１４１千円、中学校費交付金を８２，２１４千円、特別支援学校

費交付金を４，５６５千円減額します。中学校費及び特別支援学

校費の補助金と交付金の金額が千円単位で異なっていますが、千

円未満の端数を交付金で賄うことから生じるものです。次に、歳

出についてですが、小学校費４１２，２８２千円、中学校費１６

４，４２９千円、特別支援学校費９，１３１千円をそれぞれ減額

します。地上デジタル放送対応テレビ調達の予算額は１，０４９，

４９０千円に対して、執行額が４６３，６４８千円となることか

ら、総額で５８５，８４２千円を減額するものです。 

   学校施設課長 続いて、学校施設課部分について説明します。歳入は１５９，

２００千円で、全額国庫補助金です。これは、国が緊急経済対策

として、平成２１年度第２次補正予算において創設した、地域活

性化・きめ細かな臨時交付金を財源とし、平成２２年度当初予算

で計上を予定していた学校施設の耐震化と老朽化の改善を図る

事業の一部を、補正により予算化するものです。内訳は、小学校

費が１３８，１７０千円、中学校費が２１，０３０千円です。事

業の内訳ですが、先ず、小学校費として、本町小学校他３校の渡

り廊下の耐震補強工事（小学校校舎耐震補強事業）に１００，１

７０千円、生浜東小学校の校舎外部改造（小学校校舎老朽化対策

事業）に３８，０００千円の補正をお願いするものです。次に中

学校費ですが、稲毛中学校の渡り廊下の耐震補強工事（中学校校

舎耐震補強事業費）に２１，０３０千円の補正をお願いするもの

です。工事費合計は１５９，２００千円で、全額を臨時交付金収

入で実施します。次に、繰越明許費です。国の補正予算に伴う財

源を活用するための事業の前倒しを行ったものですが、平成２１

年度内に竣工できないことから、耐震と老朽化に係る補正予算の

全額を繰越明許費として、教育に影響の尐ない夏休み期間中に工

事を実施する予定です。 

  議 案 第 ４ 号 平成２２年度当初予算について 



 

   委 員 長 総務課長、説明をお願いします。 

   総 務 課 長 議案第４号｢平成２２年度当初予算について｣、説明します。平

成２２年度当初予算について、市長に意見を申し出るため、千葉

市教育委員会組織規則第８条第３号の規定に基づき、議決を求め

るものです。本市の平成２２年度当初予算一般会計（Ａ）は、総

額３，５０３億円、うち教育費（Ｂ）は２８７億円、構成比は８．

２％となります。教育費を前年度と比較すると、予算額で１億３，

０００万円の減、伸び率では－０．５％となります。組織改正に

伴う子ども未来局への事業移管により、幼稚園就園奨励費、尐年

自然の家管理運営費等が民生費へ組み替えられるため減額とな

るものです。民生費への移管分を除外した場合は、小中学校の屋

内運動場耐震補強工事費や校舎改築費等の増額により、教育費の

構成比は８．９％になり、実質教育費（Ｄ）にあるとおり、対前

年度に対し２２億７，０００万円の増、伸び率は＋７．９％とな

ります。予算案の主要事業について、新規事業と拡充事業を中心

に説明します。先ず、教育総務部ですが、「新設校建設」は、お

ゆみ野地区の宅地開発に伴う生徒数の増加に対応するための鎌

取第三中学校（仮称）建設及び開校にあたり必要となる備品等の

整備を実施するもの。「適正配置改修」は、学校適正配置事業に

より、統合が決定された美浜区内の学校について、統合に伴う校

舎の整備を行うもの。「川戸中学校武道場建設」は、中学校学習

指導要領の改訂による平成２４年度からの武道必修化に伴う武

道場の建設。「校舎改築」は、耐震性が低く、老朽化が著しい小

学校１校、中学校２校の改築。「屋内運動場耐震補強」は、児童

生徒の安全確保に加え、災害時には地域住民の避難所になる施設

であることから耐震補強を実施するものです。次に学校教育部で

すが、「幼稚園を活用した子育て支援のための職員配置」は、市

内私立幼稚園で、通常期及び長期休業中を含めた長時間の預かり

保育を実施できる体制を整備するもの。「学校防犯対策」は、学

校の安全を強化するために、既に設置済みの小・中・高等学校４

１校に加え、新たに、小学校１校、中学校２校に学校防犯カメラ

システムを設置するもの。「尐人数学習指導教員配置」は、小学

校１～３年生に対し、生活の指導や学習の基礎・基本の確実な定

着を図るなど、教科の特性に応じたきめ細かな指導を行うため、

非常勤講師を配置するもの。「小学校教科書等購入」は、平成２

３年度の新学習指導要領全面実施に伴い、各教科指導の充実を図



 

るため、改訂された教科用図書及び指導書を教員に貸与するもの。

「子どもの夢をはぐくむ学校サポート推進」は、現状の学校教育

における問題を解決するため、ＮＰＯ「ちば教育夢工房」等に、

学校支援のための人材派遣を委託するもの。「小学校給食調理業

務委託化」は、小学校給食運営における諸問題を解決するため、

現在、直営で実施している給食調理業務等を平成２２年度から民

間に委託するもの。「学校給食」は、安全で豊かな学校給食の充

実を図るため、備品や消耗品整備、各種検査実施のほか、新たに

鎌取第三中学校（仮称）等に給食受取室を整備するもの。「学校

給食センターの再編整備」は、より豊かで安全な学校給食の実現

を目的とする「学校給食センター再編・整備計画」に基づき、給

食センターの整備を行うもので、新港学校給食センターは、平成

２２年１０月から供用開始の予定です。「適応指導教室」は、不

登校児童生徒の学校生活への円滑な復帰を支援するため、市内４

か所で適応指導教室を運営するもの。「特別支援教育指導員配置」

は、緊急に対応が必要なＡＤＨＤ等の児童生徒が在籍する学校に

対して、児童生徒の状況の改善と校内支援体制の整備を支援する

ため、特別支援教育指導員を配置するもの。「中高一貫教育」は、

稲毛高等学校附属中学校に専属の外国人非常勤講師を配置する

ものです。最後に生涯学習部ですが、「旧検見川無線送信所現状

調査」は、旧検見川無線送信所の今後の保存整備活用を図るうえ

での基礎調査とするため、建物の現状調査・構造調査などを行う

もの。「生涯学習振興」は、第３次生涯学習推進計画に基づき、

市民の生涯学習活動を引き続き支援するほか、第４次生涯学習推

進計画を策定するもの。「社会教育振興」は、社会教育関係団体

の育成を図るとともに、第５８回日本ＰＴＡ全国研究大会ちば大

会において、全国の小・中学校のＰＴＡ関係者が一堂に会し「子

どもたちの健全育成のためにＰＴＡがなすべきこと」をテーマと

した全体会・分科会等を開催し、学習する事業を補助するもの。

「スポーツ振興計画策定」は、本市のスポーツ振興を総合的かつ

計画的に推進し、市民のスポーツ・レクリエーション活動の一層

の充実を図ることを目的に、スポーツ振興計画を策定するもの。

「青尐年健全育成」は、市民参加による青尐年の健全育成を総合

的に推進するため、関係団体などの活動を支援するとともに、関

係機関との連携により「青尐年の日」「家庭・地域の日」関連事

業への取組みを進めるもの。「図書館システム」は、図書館シス



 

テムを運用し、インターネット予約等の図書館サービスを提供す

るものです。 

   委 員 尐人数学習指導教員配置、適応指導教室、特別支援教育指導員

配置の予算が計上されていますが、どのくらいの人数を考えてい

ますか。 

   教職員課長 尐人数学習指導教員配置についてですが、平成２１年度は、４

２校４９人の非常勤講師を配置しました。平成２２年度は１年生

から３年生までを対象に、５月当初の連休明け頃から年度末まで

フルに活用するということで、４０人の配置を見込んでいます。 

   教育センター副所長 適応指導教室については、現在、「ライトポート花見川、若葉、

中央、美浜」の４箇所で運営しています。それぞれ定員は、２５

人ですが、毎年増加する傾向にあり、平成２２年１月現在では１

１３人となっています。したがって、来年度についても１００人

程度を考えていますが、今後、この対応については検討していき

ます。 

   養護教育センター所長 特別支援教育指導員配置は、現在、千葉市立小中学校に２０人

の指導員を配置しています。半期ごとの配置となりますので、約

４０校の学校に配置しています。 

   委 員 幼稚園を活用した子育て支援のための職員配置についてと、

また、何度も話題に上り期待しているのですが、ＮＰＯ「ちば教

育夢工房」について、規模・組織等の詳細を教えてください。 

   学 事 課 長 幼稚園を活用した子育て支援のための職員配置は、千葉県では

平成２１年度から３箇年で行っている事業ですが、本市において

は新規事業となります。主に失業者等を私立幼稚園で雇用し、長

期休業中も含めた長時間の預かり保育を実施できる体制を整備

し、子育て支援を行う取組みのひとつです。一般的に幼稚園は、

午前９時から午後２時までを教育時間としておりますので、午前

７時から午後７時までも預かり保育が可能なものとすることで、

朝早くから子どもを預けなければならない保護者の方等に対応

するための取組みです。２２年度は１０園を予定しており、１園

３００万円程度、１０園で３，０９３万７千円の予算計上を行い

ます。 

   指 導 課 長 子どもの夢をはぐくむ学校サポート推進についてですが、新教

育システム開発推進事業として、今年度は２０校に２０人の学校

支援員を派遣しました。また、学習支援員として小中学校３０校

に６０人の大学生を配置し、個別の学習指導にあたりました。ま



 

た、地域にお住まいの、地域をよく知る高齢者の方６０人程度に

授業の手伝いをしていただく「楽しい教室づくり推進事業」を行

いました。平成２２年度はこれらの事業を統合し、ＮＰＯ「ちば

教育夢工房」において各学校の要望に応じて派遣していく事業を

実施します。市立小中学校は１８０校ありますが、各校１人程度

は、学校の要望に応じた形で派遣ができるものと考えます。  

   委 員 放課後子どもプランについては、数年程前から全小学校で「わ

くわくキャンパス」等の名称で行われているかと思いますが、当

初に比べ、子どもたちの参加人数等、全体としてどのような傾向

にありますか。また、「青尐年サポート」について詳細を教えて

ください。 

   生涯学習振興課長 １２月末現在、参加児童は対前年度比で１．３％、５８６人

程度減っています。学校の６時限授業の増加で、放課後子ども教

室の実施回数が減っていることに伴い、参加人数も若干減ってき

ている状況です。一方、指導者については対前年度比で２.７％

増となっています。 

   青尐年課長 青尐年サポート事業は青尐年補導センターの所管事業で、平成

１４年から２箇年にわたり文部科学省の事業委託を受け、地域に

おける問題を抱えた児童生徒に対する支援を行うものです。平成

１６年度から、各補導センターに１人、サポート担当者を置き、

主に問題を持つ児童生徒への学習支援及び生徒指導支援等を行

うほか、学校や家庭への支援も実施しています。なお、平成２０

年度にこのサポート支援を受けた児童生徒数は２０数人です。 

  議 案 第 ５ 号 千葉市社会教育委員設置条例の一部改正について 

   委 員 長 生涯学習振興課長、説明をお願いします。 

   生涯学習振興課長 議案第５号｢千葉市社会教育委員設置条例の一部改正につい

て｣、説明します。今回の改正は、「千葉市社会教育委員会議運営

要綱」に基づき運用していた、「千葉市社会教育委員会議」につ

いて必要な事項を定めるほか、規定の整備を図るため「千葉市社

会教育委員設置条例」の一部を改正しようとするものです。社会

教育委員は、社会教育法第１５条第１項の規定に基づき、本条例

第１条により設置しています。職務は、社会教育に関し、教育長

を経て教育委員会に助言するため、「社会教育に関する諸計画を

立案すること」、「定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問

に応じ、これに対して意見を述べること」、「職務を行うために必

要な調査研究を行うこと」です。委員数は１２人、任期は２年、



 

委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育活動の実践者、

学識経験のある者で構成します。条例の一部改正の内容について

ですが、社会教育委員の会議に関し、議長、議事、小委員会等に

関する事項を定めるほか、規定の整備を図るもので、施行期日は

平成２２年４月１日です。 

   委 員 条例の中に、職務・審議事項についての規定がないのはなぜで

すか。 

   生涯学習振興課長 上位法である社会教育法第１７条において、社会教育委員の

職務が規定されているため、条例での規定は行っていません。 

  議 案 第 ６ 号 千葉市学校心疾患対策委員会設置条例の制定について 

  議 案 第 ７ 号 千葉市学校腎疾患対策委員会設置条例の制定について  

  議 案 第 ８ 号 千葉市学校脊柱側弯症対策委員会設置条例の制定について  

   委 員 長 議案第６号から議案第８号までについては、関連があるため、

一括して説明を行い、審議の後、個別に議決を行います。保健体

育課長、説明をお願いします。 

   保健体育課長 議案第６号「千葉市学校心疾患対策委員会設置条例の制定につ

いて」、議案第７号「千葉市学校腎疾患対策委員会設置条例の制

定について」及び議案第８号｢千葉市学校脊柱側弯症対策委員会

設置条例の制定について｣、一括して説明します。全庁的な附属

機関の見直しに伴い、これまで要綱に基づき設置していた各委員

会について、地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機

関とするため、条例を制定するよう市長に申し出ることについて

議決を求めるものです。先ず、議案第６号ですが、千葉市学校心

疾患判定委員会要綱に基づき運用してきた「千葉市学校心疾患判

定委員会」について、条例を制定しようとするものです。名称は

「千葉市学校心疾患対策委員会」、設置目的は、千葉市立小学校、

中学校及び特別支援学校児童生徒の健康診断における心疾患検

診の実施等について審議するもので、所掌事務は、児童生徒に対

する心疾患検診の実施及び運営に関する審議、心疾患に係る精密

な検査の結果の判定のほか、心疾患検診に関し教育委員会が必要

と認める事務を行います。委員定数は１５人以内、任期は２年、

委員構成は医師です。施行期日は平成２２年４月１日です。次に、

議案第７号ですが、千葉市学校尿検査判定委員会要綱に基づき運

用してきた「千葉市学校尿検査判定委員会」について、条例を制

定しようとするものです。名称は「千葉市学校腎疾患対策委員会」、

設置目的は、千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校児童生徒



 

の健康診断における腎疾患検診の実施等について審議するもの

で、所掌事務は、児童生徒に対する腎疾患検診の実施及び運営に

関する審議、腎疾患に係る精密な検査の結果の判定のほか、腎疾

患検診に関し教育委員会が必要と認める事務を行います。委員定

数は１８人以内、任期は２年、委員構成は医師です。施行期日は

平成２２年４月１日です。最後に、議案第８号ですが、千葉市学

校脊柱側弯症対策委員会要綱に基づき運用してきた「千葉市学校

脊柱側弯症対策委員会」について、条例を制定しようとするもの

です。名称の変更はありません。設置目的は、千葉市立小学校、

中学校及び特別支援学校児童生徒の健康診断における脊柱側弯

症検診の実施等について審議するもので、所掌事務は、児童生徒

に対する脊柱側弯症検診の実施及び運営に関する審議、脊柱側弯

症に係る精密な検査の結果の判定のほか、脊柱側弯症検診に関し

教育委員会が必要と認める事務を行います。委員定数は１１人以

内、任期は２年、委員構成は医師です。施行期日は平成２２年４

月１日です。 

  議 案 第 ９ 号 千葉市史編さん会議設置条例の制定について  

   委 員 長 生涯学習振興課長、説明をお願いします。 

   生涯学習振興課長 議案第９号｢千葉市史編さん会議設置条例の制定について｣、

説明します。千葉市史編纂会議設置要綱に基づき運用してきた

「千葉市史編纂会議」について、地方自治法第１３８条の４第３

項に規定する附属機関とするため、条例を制定するよう市長に申

し出ることについて議決を求めるものです。名称は「千葉市史編

さん会議」、設置目的は、市史編さんに関する事項について審議

すること、所掌事務は、市史編さんに関する計画及び方針に関す

る事項の審議、市史の普及に関する事項の審議等です。委員定数

は７人以内、任期は２年、委員構成は学識経験のある者で、施行

期日は平成２２年４月１日です。 

   委 員 市史の編さんは、どこまで進んでいますか。 

   生涯学習振興課長 昭和４９年から発行している「通史編」は、「原始・古代編」

から「現代編」まで、「資料編」は、「原始・古代・中世」から

「近世」まで発行が進んでいます。今後は、「資料編」の明治維

新から町村制の施行までについて記述した「近現代」を平成２４

年度頃に発行したいと考えております。その後、「近現代」のう

ち市制の施行、終戦、現代までを記述し、「資料編」の整備を行

っていきたいと考えます。 



 

   委 員 図書館のほかに一般市民が市史を見ることのできる場所はど

こでしょうか。また、市史が編さんされているということを、市

民に対し、どのような形でＰＲしていますか。  

   生涯学習部長 図書館への配架のほか、有償刊行物として、市政情報室及び郷

土博物館で販売しています。 

  議案第１０号 議決事件の一部変更について 

   委 員 長 学校施設課長、説明をお願いします。 

   学校施設課長 議案第１０号｢議決事件の一部変更について｣、説明します。「千

葉市立花園中学校改築工事請負契約」中、契約金額を変更するよ

う市長に申し出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第８

条第３号に規定に基づき議決を求めるものです。提案内容ですが、

千葉市立花園中学校は経年に伴う老朽化が進行しており、地耐力、

コンクリート強度、耐震性能の不足も判明しているため、全面改

築中です。本議案は平成２０年第４回市議会定例会において議決

された「工事請負契約」について、設計変更及び単品スライド条

項の適用が生じたことに伴い、契約金額を変更するため、再度議

決を求めるものです。変更金額内訳ですが、当初契約金額は消費

税を含め１，５９６，０００千円です。設計変更で１４，５１１

千円の増額、単品スライド減額が２０，５３８千円で、差し引き

６，０２７千円を減額し、変更後の契約金額を１，５８９，９７

３千円とするものです。設計変更の内容は次の３点です。先ず、

発生土処分場変更については、当初受入れ予定地での処分が不可

能となり、新たに、花園町の東京大学検見川総合運動場での受入

れに変更となったことに伴い、運搬距離が１４ｋｍから１ｋｍに

短縮されたため、運搬費が２，１０６千円の減額となったもので

す。２点目の地中障害物処分については、掘削の際に、地中から

想定外のコンクリート片等が出てきたため、その処分と掘返しに

伴う校舎周辺地盤の補修が必要となったため、１０，１７０千円

の増額となりました。３点目の廊下天井仕上げの変更についてで

すが、着工後に導入が決定した大型テレビや電子黒板の運用が拡

大した場合に備え、天井内ＬＡＮ配線等の追加・変更等に伴う工

事を簡易に行えるよう、天井材等を脱着できるよう変更したこと

に伴い、３，２９５千円の増額となりました。その他共通費等諸

経費３，１５２千円の増額を含め、１４，５１１千円の増額変更

となります。次に、単品スライド条項の適用についてですが、「単

品スライド」は、工事請負契約約款第２５条第５項に基づき、「特



 

別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価

格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請

負代金額の変更を請求できる措置であり、契約を行う上で、発注

者と受注者の通常合理的な範囲を超える価格変動に対するリス

ク負担条項として定めたものです。今回、鋼材類の価格が、請負

代金の１％を超えて下落したため、運用マニュアルに基づき、請

負代金の１％を超える金額について減額変更を行うものです。具

体的な経過ですが、平成２０年６月の設計単価で契約を行い、２

１年３月に、請負業者が鋼材類を購入した時点で１９．２％の値

下がりがあり、金額で約４０，０００千円、全体請負額１，５９

６，０００千円の２．２８％の価格変動がありましたので、通常

合理的な価格変動としている１％を超える部分の１．２８％にあ

たる２０，５３８千円を減額しようとするものです。単品スライ

ド条項の適用については請負業者側も想定しているとのことで

納得いただいています。なお、本件変更による事業スケジュール

の変更はなく、平成２２年９月の新校舎供用開始に向け、工事は

スケジュールどおり進んでいます。 

７ その他 

 (1) 全国規模の大会・コンクール等における児童生徒表彰について、次のとおり指

導課長より報告があった。これに関連し、次のとおり質疑応答等があった。 

   指 導 課 長 全国規模の大会・コンクール等における児童生徒表彰について、

教育委員会会議第１回定例会で報告した後に受賞した生徒がお

りますので報告します。先ず、「●●中学校２年 ●●●●」は、

全国日本技術・家庭科研究会主催の第１０回全国中学生創造もの

づくり教育フェア「豊かな生活を創るアイディアバッグコンクー

ル」において、厚生労働大臣賞を受賞しました。このコンクール

は、都道府県市の予選で優秀な成績を収めた生徒１６人が、決め

られた大きさの布を使い、３時間３０分の制限時間の中で、工夫

を凝らしたバッグを制作するというもので、全体の完成度の高さ

や基礎的な技能が大変優れているとの評価を受け、受賞に至りま

した。次に、「●●中学校２年 ●●●●●、●●●●●、●●

●●」の３人は、同大会の「あなたのためのおべんとうコンクー

ル」において、厚生労働大臣賞を受賞しました。このコンクール

は、各都道府県代表の２０グループが、９０分の制限時間内にテ

ーマに基づいた弁当を作るもので、受賞した３人の生徒は、担任

のために「健康第一弁当」を作りました。この作品は、地域の素



 

材や郷土料理をうまく取り入れ、食べてもらう人を思いやった献

立である点が高く評価されました。次に、「●●●●小学校５年 

●●●●」ですが、新技術開発財団主催の「市村アイディア賞」

において、市村アイディア優秀賞を受賞しました。リニアモータ

ーカーの仕組みをいかし、電磁石を自転車の泥除け部分に使った

「フルアシスト自転車」を作りました。ペダル部分のスイッチが

うまく切り替わるように工夫され、また、円盤を付け替えること

で、変速ギアのように走る速さを変えられる工夫も加えたことが

評価されました。 

 (2) 第３４回サンスポ千葉マリンマラソンについて、内山委員より報告があった。 

   内 山 委 員 去る１月２４日に、サンスポ千葉マリンマラソンが開催され

ました。幸い天気も良く、全国から１万５，０００人を超える競

技者が集まり、無事に競技を行うことができました。１，１５０

人の運営支援体制の中で、４０４人の本市中学生に補助員として

参加してもらいましたが、中学生の態度、言葉遣い、行動力等が

素晴らしいと、公認審判員等大会関係者が大変高く評価していま

した。これは、教員の方が授業という重責に加え、部活動にも真

剣に取組み、一朝一夕ではできない長い間の努力の賜物だと思い

ます。ありがとうございました。 

 (3) 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回研修会について、和田委員より報

告があった。 

   和 田 委 員 去る１月２７日に、千葉県市町村教育委員会連絡協議会の第

２回教育委員研修会に出席しましたので報告します。今回は、「独

立行政法人教員研修センター理事 阪内宏一氏」、「財団法人自

然環境研究センター研究主幹 千石正一氏」の講演がありました。

先ず、阪内氏は、「教師の学びを考える」と題して「教師力」を

テーマにした講演でした。先月、教育センターを視察した際にも、

教師力について研究しているとの説明を受けておりましたが、

「教育の価値を大事にすることが大切で、子どもたちは必ず学校

教育を通して成長していくものであり、その成長を信じることが

教師の務めである。」との内容でした。教育委員として、現場の

教職員が子どもたちのために力を出していけるような環境づく

りをサポートしていく必要性を改めて感じました。次に、千石氏

の講演ですが、「地球家族 ４６億年の絆」と題して、「ここ数

百年の間に、地球の長い歴史の中で例をみないほどの速度で、

様々な種が絶滅しており、その原因は人間によるものである。」



 

との内容でした。現在の教育問題等に直接的に関係する内容では

ありませんが、大変示唆に富んだ内容で、心に響くものがありま

した。 

 (4) 教育情報の広報について、岩沼委員より意見、要望があった。 

   岩 沼 委 員 先日、教育センターを視察しましたが、本市教職員や子ども

たちのバックアップのために地道な努力をされていることがよ

くわかりました。特に興味を持ったのは、全国の「カリスマ先生」

の研究をしている分野があったことで、千葉市のためになりそう

だと感じました。このような研究や活動についても、ぜひ「教育

だより ちば」等の広報に掲載してほしいと思います。教育委員

会内部のモチベーションアップにも有効ではないでしょうか。最

近、一般市民への宣伝はあまり必要がないと思われる会社がＣＭ

を作成していますが、これは、「ＣＭで多くの人に知られている

会社で自分も仕事をしている。」、「自分と同じ制服をＣＭに起

用された有名人も着ている。」といった、社員のモチベーション

アップのためにＣＭを利用しているとのことです。このようなこ

とからも、「教育だより ちば」等の広報媒体を積極的に活用し、

努力している、頑張っている教職員が取り上げられるものができ

ると良いと思います。情報ツールとして、施策の細かい情報を伝

えるだけではなく、現場で頑張っている教職員のことを積極的に

市民に発信していく等の活用も検討してください。 

 (5) 第２回指定都市教育委員・教育長協議会について、津田委員長より報告があっ

た。 

   津田委員長 去る１月２８日、第２回指定都市教育委員・教育長協議会に出

席したので報告します。総会では、「全国学力・学習状況調査」

に関して、情報交換が行われました。その後の分科会では、「教

育委員会の活動状況」について情報交換が行われ、本市は、教育

委員会会議の活性化方策として、体系的な教育施設の視察を原則

毎月行うことや、昨年実施した「子どもの携帯電話使用」につい

ての講演等、委員発案による協議題拡充について発言しました。 

 (6) 電子黒板の活用について、岩沼委員より要望があった。 

   岩 沼 委 員 教育センターの視察で、電子黒板を見せていただきましたが、

電子黒板については、学校現場でも、市民の間でも注目されてい

ます。実際の教育活動における活用方法等の研究成果がまとまり

ましたら報告いただき、視察したいと思います。 

 (7) 地上デジタル放送対応テレビの設置について、和田委員より質問があった。



 

これに関連し、次のとおり質疑応答等があった。 

   和 田 委 員 各教室に５０インチないし５２インチの地上デジタル放送対

応テレビが設置されるとのことですが、設置方法はどのようにな

るのでしょうか。 

   教育総務部長 安全のため、専用台の上に設置します。先日、設置校を視察し

ましたが、既にパソコンの画面を映すモニターとしてデジタルテ

レビを使用し、授業を行っていました。今後は、単にテレビ放送

を視聴するだけでなく、大型モニターとしての活用も進むのでは

ないかと考えています。 

   和 田 委 員 かなり大型の機器であると思いますので、児童生徒の安全確

保のため、設置場所、設置方法等に十分留意してください。  

 (8) 次回第３回定例会は、事務局において日程を調整の上、開催日時を決定するこ

ととした。 

８ 閉会 

  津田委員長より閉会を宣言 


